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Ⅰ 総論 

 

 １ 目的 

   平成１５年７月、次世代育成支援対策推進法が成立し、地方公共団体等

が特定事業主として、職員が仕事と子育てを両立できるよう、職場環境の

整備等を盛り込んだ行動計画の策定が義務付けられました。また、平成２

７年８月には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下

「女性活躍推進法」という。）が成立し、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定が義務付けられまし

た。 

   また、令和元年５月成立の女性活躍推進法等の一部を改正する法律を踏

まえ、吉田町牧之原市広域施設組合では、計画期間を令和３年度から令和

７年度までとする吉田町牧之原市広域施設組合特定事業主行動計画を策定

し、取組を進めてきました。 

   この度、現行動計画の計画期間が令和８年３月に満了することから、こ

れまでの取組や職場の現状や課題を把握し、新たに第２期行動計画を策定

するものです。 

 

 

 ２ 計画の策定 

   この計画は、下記の特定事業者が連名で策定するものであり、各特定事

業主は対象職員に対して責任をもって計画を実施していきます。 

特定事業主 対象職員 

管理者吉田町長 管理者吉田町長が任命する職員 

本組合議会議長 本組合議長が任命する職員 

本組合代表監査委員 本組合代表監査委員が任命する職員 

本組合教育委員会 本組合教育委員会が任命する職員 

 

 

 ３ 計画期間 

   令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

 

 

 ４ 計画の推進 

   この計画は、本組合全体で継続的に推進していくため、事務局が中心と
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なり、目標を達成するために、実施状況を確認し、必要に応じて見直しを

行うこととします。 

   本計画内容を全職員に周知するとともに、所属長への理解を求め、情報

の共有、相談体制の充実等を行い、職員が計画の内容を理解し行動できる

よう、体制の整備に努めます。 

 

 

Ⅱ 前計画期間における目標の達成状況 

 

 【前計画の取組目標】 

  【目標１】年次休暇取得の促進 

  【目標２】超過勤務時間の縮減 

  【目標３】男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の促進 

 

 

 【目標１】年次休暇取得の促進 

   職員一人当たりの年間の年次休暇取得日数１０日以上を目指します。 

  

達成状況 

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

１０日３時間 １１日４時間 １１日４時間 １３日５時間 １２日４時間 

 

 

 【目標２】超過勤務時間の縮減 

   職員一人当たりの年間平均超過勤務時間１２０時間以内を維持します。 

 

達成状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４３．３６時間 ４９．４３時間 ４２．０９時間 ４１．８７時間 

 

 



- 3 - 

 

 【目標３】男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の促進 

   男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率１００％を

目指します。 

達成状況 

 
当該年度中に新たに育

児休業が取得可能とな

った男性職員数 

（Ａ） 

配偶者出産休

暇を取得した

職員数（Ｂ） 

育児参 加の た

めの休 暇を 取

得した 職員 数

（Ｃ） 

配偶者 出産 休

暇又は 育児 参

加のた めの 休

暇を取 得し た

職員数 

（Ｄ＝ Ｂ＋ Ｃ

－両休 暇と も

取得し た職 員

数） 

 

配偶者 出産 休

暇と育 児参 加

のため の休 暇

を併せ て５ 日

以上取 得し た

職員数 

（Ｅ） 

令和３年度 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

令和４年度 ２人 ２人 ０人 ２人 ０人 

令和５年度 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

令和６年度 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 

 

 

 

 

Ⅲ 女性職員の活躍に関する状況把握及び分析 

 

   女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成

２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、

本組合における女性の職業生活における活躍に関する状況について、現状

を把握し、改善すべき状況について分析を行いました。 
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 【現状の分析】 

  ⑴ 過去５年間における採用者数 

区 分 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 合計 

一 般 

事務職 

男 ― ２人 ０人 ― １人 ３人 

女 ― ０人 １人 ― ０人 １人 

技 能 

労務職 

男 ― ― ― ― ― ― 

女 ― ― ― ― ― ― 

合 計 
男 ― ２人 ０人 ― １人 ３人 

女 ― ０人 １人 ― ０人 １人 

    令和４年度以降に採用された職員４人で、技能労務職の採用はありま

せんでした。職員採用に当たっては、性別に関係なく適正な採用を行っ

ています。 

 

  ⑵ 役職別の女性割合（令和７年４月１日現在） 

課長級 ０％ 課長級の職員（男性２人、女性０人） 

補佐級 ０％ 補佐級の職員（男性３人、女性０人） 

統括級 ０％ 統括級の職員（男性４人、女性０人） 

合 計 ０％  

    本組合における管理的地位にある職員及び管理職候補である統括級に

占める女性職員は０人です。 

 

  ⑶ 職員の女性の割合（令和７年４月１日現在） 

区分 全職員数 うち女性 女性職員比率 

計 ４１人 １５人 ３６．５８％ 

    本組合における令和７年４月１日現在の女性職員の割合は、３６．５

８％であり、半数以上が男性職員です。 

 

  ⑷ 職員一人当たりの各月ごとの時間外勤務時間（令和６年度実績） 

                   （単位：時間） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

一人当たり 

時間外勤務 

時  間 

3.03 4.18 5.67 2.92 3.26 2.74 3.62 2.97 2.69 4.31 2.51 3.97 

    本組合における一人当たりの超過勤務時間は、毎月１０時間未満です。

しかし、所属によって超過勤務の偏りが見られるため、業務の見直し等
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を行う必要があります。 

 

  ⑸ 平均継続勤続年数（令和７年４月１日現在） 

職員全体 男性職員 女性職員 

１８年６ヶ月 ２１年０ヶ月 １４年０ヶ月 

    本組合における継続勤務年数は、職員全体で平均１８年６ヶ月です。

女性職員は１４年０ヶ月と男性職員と比べ勤続年数が少ない状況です。 

 

 

Ⅳ 第２期行動計画の目標 

    

    前期行動計画の達成状況等を踏まえ、次のとおり数値目標を設定し、

目標達成に向けた取組を行うものとします。 

 

 

   【目標１】年次有給休暇の取得の促進 

        職員一人当たりの年間の年次有給休暇取得日数１４日を目指

します。 

 

   【目標２】時間外勤務時間の縮減 

        職員一人当たりの年間平均超過勤務時間１２０時間以内を維

持します。 

 

   【目標３】男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の促進 

        男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇５日以

上の取得１００％を目指します。 

 

 

Ⅴ 行動計画の取組内容 

    

   本組合で働く全ての職員が、ワークライフバランスが実現できていると

実感し、生き生きと働きがいを持って仕事に取り組むことができるよう、

以下のことに取り組みます。 
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 １ 仕事と生活の両立に関する取組 

  ⑴ ワークライフバランスと働き方改革に関する意識の醸成 

   ・ワークライフバランスと働き方改革に関する研修等を通じて、職員の

意識の醸成を図ります。 

   ・所属長は、常に所属職員の仕事の進め方や勤務実態等を点検し、全所

属職員のワークライフバランスの推進と働き方改革の推進に努めま

す。 

   ・職員は、常に業務改善を心がけ、必要に応じて業務改善を行い、職場

のワークライフバランスの推進と働き方改革の推進に努めます。 

 

  ⑵ 時間外勤務の縮減 

   ・所属長は、所属職員の時間外勤務状況等を的確に把握した上で、個々

の職員に対して指導するなど、時間外勤務の縮減に努めます。 

・職員は、効率的な職務遂行を心がけるとともに業務の見直しを行い、

事務の合理化を推進します。 

 

  ⑶ 休暇取得の推進 

   ・年次休暇の取得推進及び特別休暇の活用促進を図るため、休暇取得計

画の策定や職場内における応援体制の確立等を行い、職員が休暇を

取得しやすい環境づくりに努めます。 

 

 

 ２ 仕事と子育て・介護の両立当に関する取組  

⑴ 制度の周知 

   ・様々な情報媒体を活用し、子育て・介護等に関する制度の周知を図り

ます。 

 

  ⑵ 出産・育児に関する制度を活用しやすい職場づくり 

   ・所属長は、職員に対し、出産・育児に関する制度の活用を促すととも

に、職員が安心して制度を活用できるように業務分担の見直しや代

替職員を確保するなど、必要な措置を講じます。 

   ・男性職員も配偶者出産休暇に加え、「育児参加のための休暇制度」も

積極的に活用します。 

   ・所属長及び周囲の職員は、育児休業の取得対象となる職員をサポート

し、職場全体で協力して、制度を活用しやすい職場の雰囲気づくりに努
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めます。 

  

  ⑶ 介護に関する制度を活用しやすい職場づくり 

   ・所属長は、介護を行うこととなった職員が安心して介護休暇制度を活

用できるように業務分担の見直しなど必要に応じて措置を講じます。 

   ・周囲の職員は、介護休暇の趣旨等の理解を深め、対象となる職員が安

心して制度を活用できる職場の雰囲気づくりに努めます。 

 

 

  ⑷ 不妊治療等を受けやすい職場づくり 

   ・職員が働きながら治療を受けられるよう休暇制度の活用や、所属長を

はじめとした職員への意識啓発等を通じて、治療を受けやすい職場

環境の醸成を図ります。 

 

 

 ３ 働きやすい職場環境づくりに関する取組 

   ・優秀で多様な人材を確保するため、職位に応じた研修や年齢に応じ

た研修への参加を促します。また、育児や介護を行う職員を含む全

職員が、仕事と家庭生活の両立を図りつつ、必要なスキルを習得す

るため各研修の情報提供を行い、希望する研修を受けることができ

る環境を整えます。 

   ・各種ハラスメントを防止するため、職員が正しい知識の習得と時代に

伴った意識改革を行うことができるよう周知を行い、安心して働け

る環境づくりを目指します。 

   ・女性職員に対して、婦人科健診受診の重要性を含めた健康上の課題に

関する啓発を行うとともに、女性が健康上の課題を相談しやすい環

境を整えます。 

   ・会計年度任用職員のワークライフバランスを実現するため、育児、介

護に関する制度の周知を行い、より働きやすい環境を提供します。 


